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（１）政務活動費の制度の目的     

（地方自治法 抜粋） 

第１００条 

1～１３ 省略 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査

研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における

会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合におい

て、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費

を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところに

より、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと

する。 

16 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努

めるものとする。

１ 政務活動費の概要

政務活動費の趣旨 

政務活動費は地方自治法第１００条第１４項から第１６項までに根拠をもつも

ので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（以下「条例」という。）、川

崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則（以下「規則」という。）」に

基づき、会派及び議員に対し、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するた

め必要な経費の一部として交付される。 

 本制度は、会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の審議能力の向

上、議会の活性化に資することを目的としているものであり、その使途について市

民に説明責任を負うことを認識して、適正に使用することが求められている。

（川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例 抜粋） 

(趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法第１００条第１４項から第１６項までの規定

に基づき、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付するこ

とに関し必要な事項を定めるものとする。 

（会派及び議員の責務）

第２条 会派（所属議員が１人である場合を含む。以下同じ。）及び議員は、政

務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充

実し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動

費を適正に使用しなければならない。
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（２）政務活動費の交付に関する条例・規則の概要 

（ア）交付に係る事項について 

＜ 交 付 対 象 ＞ 

条例第３条 

本市の政務活動費は「会派」又は「会派・会派所属議員」

に対して交付されている。また、条例において所属議員

が１人である１人会派も、会派として交付対象としてい

る。 

（交付対象） 

① 会派 

② 会派・所属議員 

＜ 交 付 額 ＞ 

条例第３条 

政務活動費の月額は、議員１人当たりにおいて、 

① 会派⇒４５万円 

② 会派・議員⇒会派５万 円 

        議員４０万円 

のいずれかの選択制として、所属議員数を乗じて得た金

額が会派に交付される。なお、②を選択した会派に所属

する議員を、以下「交付対象議員」という。 

＜ 交 付 申 請 ＞ 

条例第５条 

政務活動費の交付を受けるためには、交付申請が必要と 

なる。交付申請の時期に特に定めはないが、会計年度ご 

との歳出であることから、１２ヶ月分の交付を受けるた 

めには、各会派及び交付対象議員は通常４月の年度当初 

に申請している。また、この申請は、議長を経由して市 

長に提出される。 
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（イ）経費の範囲に係る事項について

＜ 経 費 の 範 囲 ＞

条例第１０条 

条例第１０条においては、その別表において政務活動費 

を充てることができる経費の範囲を、 

①調査研究費 

②研修費 

③広報・広聴費 

④要請・陳情活動費 

⑤会議費 

⑥資料費 

⑦人件費 

⑧事務費 

⑨事務所費 

の９つに区分し、各区分の内容とそれぞれの区分におい 

て想定される具体的な経費を例示的に掲げている。 

＜経理責任者の設置＞

条例第９条 

政務活動費に関する経理を的確に行うために、会派にお 

いては、所属議員の中から経理責任者１人を置くことと 

している。ただし、所属議員が１人である場合は、当該 

議員がその職務を行うものとする。 

また、交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理

を的確に処理しなければならない。 

＜ 領 収 書 等 ＞ 

＜ 支 払 証 明 書 ＞ 

＜ 会 計 帳 簿 ＞ 

規則第９条 

経理責任者及び交付対象議員は、規則第９条に基づき、

経費を支出したときは、領収書等の支出を確認する書類

を徴することとしている。また、領収書等を徴すること

ができない場合は、会派の代表者及び交付対象議員が作

成する支払証明書をもって充てることができる。 

また、毎年度、会計帳簿を調製し、領収書及び支払証明

書等を整理する。 
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（ウ）報告及び管理に係る事項について 

＜収支報告書の提出等＞

条例第１１条 

規則第１４条 

会派の代表者及び交付対象議員は、毎年４月３０日まで 

に、前年度の政務活動費の収入及び支出の報告書及び領 

収書等の写しを議長に提出しなければならない。報告の 

内容は、条例第１０条別表に規定する経費の範囲に対応 

した支出額及び主たる支出の内容を報告することとして 

いる。この収支報告書等は、情報公開請求の手続を経る 

ことなく、何人も閲覧することができ、閲覧の開始は、 

政務活動費の交付を受けた翌年度の６月３０日からで、 

写しの請求をすることもできる。 

＜会計帳簿・領収書等の整理・保管＞

規則第９条

経理責任者及び交付対象議員は、領収書及び支払証明書

等を整理した上で、収支報告書を提出した日の属する年

度の翌年度の４月１日から、起算して５年を経過する日

まで保存しなければならない。 

【参照】 

〔資料編〕 

  １ 地方自治法（第１００条 第１４項・第１５項・１６項）・・・・・・・・・・・・・・・・ （１４頁）

２ 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・ （１５頁） 

  ３ 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則・・・・・・・ （２１頁） 
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普通地方公共団体の議会は、条例の制定及び改廃、予算の決定、重要な

契約の締結並びに財産の取得及び処分等について議決権を要する。 

さらには、近時の社会情勢の複雑化に伴い、多様化･高度化する地域住民

の要求に応えるための行政施策等に対する迅速かつ適切な審議が求められ

ている。こうした中、議会の構成員である議員ないし会派には、地方行政等

に関する諸制度、当該地方公共団体の抱える政治的、行政的諸課題、さらに

は諸外国の動向等に対する広範な知識が必要とされ、これらについての不断

の調査研究等の活動が不可欠となっており、議員活動の活性化を図るため、

要する経費の一部を政務活動費として交付するものである。 

（１）政務活動について   

地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくこ 

     とが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点 

     から、議会における会派等に対する調査研究費等の助成を制度化し、 

あわせて情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保す 

ることが重要。 

※第１４７回通常国会での衆議院地方行政委員長の提案説明 

（2000年 5月18日・衆議院地方行政委員会及び衆議院本会議）

２ 政務活動費の運用の基本的指針

≪『政務調査費』を『政務活動費』とする地方自治法一部改正の経過≫ 

第１８０回通常国会において、地方自治法の一部改正案が、平成２４年

３月に衆議院に提出された。８月に同院総務委員会において、政務活動費

に関する修正案『政務調査費の名称の変更、交付の目的を「調査研究その

他の活動に資するため」への改め、経費範囲の条例への規定、使途の透明

性の確保（第１００条第１４項から第１６項関係）』が提出され、本案と

ともに議決された。 

また、「政務調査費制度の見直しについては、議員活動の活性化を図る

ためにこれを行うものであることを踏まえ、その運用につき国民の批判を

招くことのないよう、改正趣旨の周知徹底と併せ、使途の透明性の向上が

図られるよう、特段の配慮を行うこと。」とする附帯決議がなされ、衆議

院本会議においては８月１０日、参議院本会議では８月２９日に可決し

た。 

これにより、改正法は、平成２４年９月５日に公布され、政務活動費に

係る部分については「平成２５年３月１日」から施行とされた。
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（２）実費弁償の原則    

政務活動費は、市政調査研究その他の活動のために、実際に要した費用に充

当する実費弁償を原則とする。

（３）按分による支出    

会派及び議員による、「調査研究その他の活動」（政務活動）と、それ以外の 

「政党活動」、「選挙活動」、「後援会活動」などが渾然一体となって行われ、調 

 査研究その他の活動に資する部分が明らかで無い場合は、全額を政務活動費に 

 よって支出することは不適当であり、他の活動の実績に応じて按分し支出する 

 按分の考え方を導入すべきものと考える。

◎人件費、事務費、事務所費等において、専ら政務活動事務にかかわるもの

や、支出根拠書類を介した政務活動事務に要した実績が明確なものは、その

割合で支出する。 

但し、合理的な区分が困難であり、実績が明確でない場合は【按分の考え

方】を参考に判断する。 

（政務活動事務に要した実績が明確な支出事例）  

・人 件 費⇒被雇用者の就業時間数を記録し、政務活動に係る時間数を全 

       体に占める割合において支出する。 

・事 務 費⇒政務活動に係る割合を、従事時間数や業務量に相応した割合  

             で按分する。 

・事務所 費⇒政務活動に係る割合を、従事時間数や業務量に相応した割合 

             で算出する。あるいは、主に政務活動に利用する事務所の占 

             有面積の割合で算出することも可能。 
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【合理的な区分が困難な場合の按分の考え方＜参考＞】 

１ 政務活動＋（後援会活動又は政党活動）

政 務 活 動 １/２ 

後援会又は政党活動 １/２ 

２ 政務活動＋後援会活動＋ 政党活動 

政 務 活 動 １/３ 

後 援 会 活 動 １/３ 

政 党 活 動 １/３ 

３ 政務活動＋後援会活動＋ 政党活動＋個人的使用 

政 務 活 動 １/４ 

後 援 会 活 動 １/４ 

政 党 活 動 １/４ 

個 人 的 使 用 １/４ 

（４）執行にあたっての原則   

 政務活動費の使途については、本運用指針によるほか、会派又は交付対象

議員の自律的な判断に委ねられているため、政務活動費が調査研究その他の

活動に資するため必要な経費を賄うものであることを踏まえ、会派及び交付

対象議員の責任において適正な執行に努めることとする。 

政務活動費が公金であることから、使途内容等についての透明性確保が求

められているため、会派又は交付対象議員において市民への説明責任を果た

すとともに、支出伝票及び活動記録票における説明の充実等に努めることと

する。

『川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例 抜粋』 

（会派及び議員の責務）

第２条 会派（所属議員が１人である場合を含む。以下同じ。）及び議員は、政

務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実

し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を

適正に使用しなければならない。
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（注）交付対象議員⇒条例第３条に規定する、政務活動費の交付方法として 

      （①会派分⇒５万円、②議員個人分⇒４０万円）を選択した会派所属議員 

(１) 政務活動費を充てることができる経費の範囲 (条例第１０条別表 抜粋) 

経費の区分     充てることができる経費の内容

１ 調査研究 費
◎会派又は交付対象議員が市の事務、地方行財政等に関して調

査研究をするのに要する経費 

２ 研 修 費 
◎会派又は交付対象議員が研修会を開催し、又は他の団体等が

開催する研修会に参加するのに要する経費

３ 広報・広聴費 

◎会派又は交付対象議員がその活動若しくは市政について市民

に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取若しくは市民相談

を行うのに要する経費

４ 要請・陳情活動費
◎会派又は交付対象議員が国等に対する要請又は陳情の活動を

行うのに要する経費

５ 会 議 費 
◎会派又は交付対象議員が各種会議を開催し、又は他の団体等

が開催する意見交換会等各種会議に参加するのに要する経費

６ 資 料 費 
◎会派又は交付対象議員がその活動に必要とする資料を購入

し、若しくは利用し、又は作成するのに要する経費

７ 人 件 費 
◎会派又は交付対象議員がその活動の補助者を雇用するのに要

する経費

８ 事 務 費 
◎会派又は交付対象議員がその活動に係る事務を処理するのに

要する経費

９ 事 務 所 費 
◎会派又は交付対象議員がその活動に必要な事務所の設置及び

管理に要する経費 

３ 政務活動費の支出範囲
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※支 出 不 可 [ ]

政務活動費を充てることができないもの

◆せん別、慶弔、寸志、病気見舞、年賀状の購入及び印刷代金等の交際費的な経

費 

 ◆党費、党大会賛助金、党大会参加費、党大会に参加するための旅費等の政党又

は政治団体の構成員としての活動に属する経費 

◆会議、会合等の開催に伴う茶菓代以外の飲食に係る経費

◆選挙活動に係る経費 

◆後援会活動に係る経費 

◆私人としての活動に係る経費
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(２) 複数の経費区分に関連する基礎的経費の考え方          

経  費 内  容 

１ 旅 費

 （宿泊を伴うもの） 

政務活動費の支出については、原則的に、実際に使用し

た金額が充当されるべきものであり、交通費（バス、鉄道、

航空機等）についても実費弁償とする。 

視察等による宿泊費についても実費弁償とするが、ビジ

ネスホテル、シティホテル等の料金設定が、一般的に１泊

朝食付きであることが多いため、１泊朝食付きを基本とし、 

１４，３００円を上限とする。 

宿泊料⇒１３，２００円 

朝食代⇒ １，１００円  

（ 旅費支給条例を参考 ） 

宿泊費（１泊朝食付きを基本）の上限 

１４，３００円
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２ 交通費 
＜交通費＞ 

・電車・バスの公共交通機関における実費弁償 

（スイカ、パスモ等のプリペイドカードの利用） 

・タクシー、ガソリン、駐車場、有料道路の経費 

【交通費等の基準】 

経費 支出 支出基準 

電車・バス ○ 
公共交通機関の利用が基本 

（実費弁償） 

 プリペイドカ

ード 

（スイカ 

パスモ等） 

○ 
利用可能とし、支出したことが分か

る資料（乗車履歴）を添付する。 

定期券 × 

特定の区間で定期的移動が必要と

なるものであるから、政務活動で

は、通常は存在しない。 

タクシー 
○ 

合理的理由がある場合に限って支

出可能 

自家用車 

ガソリン代 

駐車場代 

有料道路代 

○ 

実費が算定可能な場合は、その限度

で認めるが、合理的かつ明確な区分

けが不能の場合は、按分する。 

ETC 利用した際は、利用明細を添

付する。 



13

(３) 経費区分について                                    

① 調査研究費 

会派又は交付対象議員が市の事務、地方行財政等に関して調査研究をするのに要す

る経費 

会場借上料、委託料、講師謝礼、食糧費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、 

旅費、バス等借上料、出席負担金等 

（１）研究会・講演会・シンポジウム・セミナー等の開催費・参加費 

[注]⇒各種福祉・文化・スポーツ関係活動に係る地域公共的団体の総 

会等に出席し、意見・情報交換を行う場合等への出席負担金、 

会費は、広報広聴費として支出する。 

【研究会等の会合における開催主催の違いによる支出経費例】 

      開催主体 会派又は議員 他団体 

想定される支出経費 

会場借上料、委託料 

講師謝礼、印刷製本費 

消耗品費、資料購入費 等

旅費 

出席負担金（参加負担金）

資料購入費 等

【研究会に参加し、その会合と連続して行われる意見交換会等の会費】 

開催主体 内容 金額（上限） 

会派又は議員 

会派又は議員が開催する政務活動

に係る研究会、講演会等と連続し

て行われる食事の伴う意見交換等

に要する会費

・食事代相当分の支出は不可 

・食事代相当分以外の必要経費

は支出可能 

・茶菓代は支出可能

他  団  体 

他団体が開催する研究会、講演会、

シンポジウム、セミナー等に出席

し、連続して行われる食事を伴う

意見交換会等に要する会費 

5,000円/議員 1名（原則） 

※但し、上限は10,000円とす 

 る。 

単なる意見交換ではなく、当該会合自体が研究会であるか、若しくは当該

会合が研究会に付随して行われることが必要 
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[ ]⇒居酒屋、スナック等での研究会費用への支出不可

[ ]⇒会派又は議員が、研究会を主催する際の飲酒を伴う会合への支出不可

（２）会合費

調査研究を目的として開催する勉強会や意見交換会等の会合に要する経費

◇ 会派又は議員が市の事務、地方行財政等に関しての調査研究として開催

する会合に付随する食糧費（茶菓子）の上限・・・５００円／議員１名

（３）旅費（宿泊費、交通費） 

宿泊を伴う、研究会等の会合及び視察調査は、具体的内容（日程、行先、目的、 

参加者の構成等）に基づき個別に判断する 

◇宿泊費 

⇒１人当たり１４，３００円を上限とする。（１泊朝食付を基本） 

  ◇交通費 

・電車・バスの公共交通機関における実費弁償 

   （スイカ、パスモ等のプリペイドカードの利用） 

   ・タクシー、ガソリン、駐車場、有料道路の経費 

◎ 支出基準 

    基礎的経費の考え方を準用 Ｐ１２参照

◇議員以外の参加者 

 [○]⇒政務活動の補助者は必要限度において支出可能

 [ ]⇒一般市民の参加者は政務活動費としての支出は不可 

◇補助職員の同行又は出張にかかわる経費

  [○]⇒会派又は議員が雇用する職員に同行又は出張を依頼した場合は、交 

     通費、宿泊費等の要した経費の支出は可能 

◇政務活動による視察調査の前後に他の活動の行程が入った場合 

[○]⇒政務活動費による視察の行程と明確に区分けをし、政務活動費によ

る支出は可能 

[ ]⇒議員活動の費用弁償との重複は不可 
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（４）その他 

[ ]⇒政党活動、選挙活動、後援会活動、私人としての活動に係る経費は

支出不可

[ ]⇒観光、レクリエーション等による旅費は支出不可 

 [○]⇒視察等においてキャンセル料が発生した場合には、その理由が公務  

    や本人の病気、けが等で、止むを得ず発生した場合に限り、政務 

    活動費を充当することは可能
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  ② 研修費

会派又は交付対象議員が研修会を開催し、又は他の団体等が開催する研修会に参加 

するのに要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝礼、食糧費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、 

旅費、出席負担金等

  [ ]⇒会派又は議員が、研修会を主催する際の飲酒を伴う会合への支出不可

（１）研修会・講演会・シンポジウム・セミナー等の開催費・参加費 

[注]⇒各種福祉・文化・スポーツ関係活動に係る地域公共的団体の総 

会等に出席し、意見・情報交換を行う場合等への出席負担金、 

会費は、広報・広聴費として支出する。 

【研修会等における開催主催の違いによる支出経費例】

      開催主体 会派又は議員 他団体 

想定される支出経費 

会場借上料、委託料 

講師謝礼、印刷製本費 

消耗品費、資料購入費 等

旅費 

出席負担金（参加負担金）

資料購入費 等

【研修会等の会合に参加し、その会合と連続して行われる意見交換会等の会費】 

開催主体 内容 金額（上限） 

会派又は議員 

会派又は議員が開催する政務活動

に係る研修会、講演会等と連続して

行われる食事の伴う意見交換会等

に要する会費 

・食事代相当分の支出は不可 

・食事代相当分以外の必要経費

は支出可能 

・茶菓代は支出可能 

他  団 体 

他団体が開催する研修会、講演会、

シンポジウム、セミナー等に出席

し、連続して行われる食事を伴う意

見交換会等に要する会費

5,000円/議員 1名（原則） 

※但し、上限は10,000円とす 

 る。 

[ ]⇒居酒屋、スナック等での研修会費用への支出不可

単なる意見交換ではなく、当該会合自体が研修会であるか、若しくは当該

会合が研修会に付随して行われることが必要
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（５）その他 

[ ]⇒政党活動、選挙活動、後援会活動、私人としての活動に係る経費は

支出不可 

[ ]⇒観光、レクリエーション等による旅費は支出不可 

 [○]⇒視察等においてキャンセル料が発生した場合には、その理由が公務 

    や本人の病気、けが等で、止むを得ず発生した場合に限り、政務 

    活動費を充当することは可能

（２）会合費

研修を目的として開催する勉強会等の会合に要する経費

◇ 会派又は議員が市政の課題・施策等に関しての研修として開催する会合に

付随する食糧費（茶菓子）の上限・・・・・・５００円／議員１名

（３）交通費等 

・電車・バスの公共交通機関における実費弁償 

（スイカ、パスモ等のプリペイドカードの利用） 

・タクシー、ガソリン、駐車場、有料道路の経費 

◎ 支出基準 

    基礎的経費の考え方を準用 Ｐ１２参照 

（４）旅費（宿泊費、交通費） 

宿泊を伴う、研修会等は、具体的内容（日程、行先、目的、参加者者の構成等） 

に基づき個別に判断する 

◇宿泊費 

⇒１人当たり１４，３００円を上限とする。（１泊朝食付を基本） 

◇議員以外の参加者 

 [○]⇒政務活動の補助者は必要限度において支出可能

 [ ]⇒一般市民の参加者は政務活動費としての支出は不可
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③ 広報・広聴費

会派又は交付対象議員がその活動若しくは市政について市民に広報し、又は市民の要

望、意見等の聴取若しくは市民相談を行うのに要する経費 

会場借上料、印刷製本費、ホームページ等製作費、食糧費、送料、旅費等 

   政党活動、後援会活動等が混在している場合

       0％                                       100％ 

広報紙の内

容・紙面 

( 政 務 活 動 )＜全額＞ 

＜按分＞ 

(政務活動） (後援会活動) (政党活動) (その他) 

  [○]⇒各種の福祉・文化・スポーツ関係活動に係る地域公共的団体の総会 

         等に参加する出席負担金（会費）は、意見・情報交換を行う場合に   

         おいて、広報広聴活動として支出可能 

（１）広報紙等の作成及び印刷等 

◇会派の広報紙及び議員個人の広報紙

[○]⇒政務活動に明らかに関連しないものを除いて支出可能 

◇政務活動と無関係な内容等が含まれている場合 

[○]⇒紙面の面積に応じ適切に按分し、その限度で支出可能 

※党の催事の宣伝・告知、市議会議員以外の党所属の議員の紹介、 

  ◇広報紙等の送付 

 [○]⇒送付物の郵送料及び送付業務委託料については、送付物の内容に応

じ、適切な按分により支出可能 

 （２）各種会費 

 ・内容により政務活動と関連性を個別に判断。必要に応じ、適切な按分によっ

て支出 

 ・作成業務の委託は、委託先の選定理由及び委託内容を明確にした上で、契約 

  を締結し、成果物は会派または議員において保管 
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[○]⇒政務活動にかかわる必要な情報を得るため団体等に加入する場合の 

        （月・年）会費等は、合理的必要性がある場合に限り支出可能 

[ ]⇒不適当な支出例

    １ 私的な資格で加入する団体の年・月会費

＊町内会、ＰＴＡ、婦人会、老人会、商工会、 

ライオンズクラブ、ロータリークラブ等の年・月会費 

２ 冠婚葬祭の費用 

＊結婚式、祝賀会、地区祭り等の費用 

３ 親睦、飲食を目的とする会合 

＊挨拶、会食やテープカットだけの出席負担金（新年会等） 

（３）食糧費 

◇会派控室や議員個人事務所等に相談者等の来訪要請が困難な場合 

[ ]⇒議員以外の市民等への支出は、会派控室、会派事務所及び議員個人事

務所における茶菓代以外は原則的に支出不可 

（４）ホームページ・ブログ（作成費、管理費等） 

◇会派のホームページ作成・管理費 

[○]⇒内容に政務活動以外のものが含まれる場合は慎重な検討を要し、合

理的かつ明確な区分が不能な場合は按分により支出可能 

   ◇議員個人のホームページ作成・管理費 

[○]⇒広報・広聴費としての支出は可能であるが、内容に政務活動以外の 

   ものが含まれる場合には按分により支出可能 

       0％                                            100％ 

ホームペ

ージ・ブロ

グの内容 

( 政 務 活 動 )＜全額＞ 

＜按分＞ 

(政務活動） (後援会活動) (政党活動 (その他) 

（注）◆公職選挙法等の遵守 

  会派において政務調査費の交付を受けている場合に選挙区とされる範囲は、会派

の所属議員全員の選挙区を指すことから、経費の支出にあたっては、公職選挙法

等の禁止規定に抵触する事がないよう注意が必要
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  [ ]⇒後援会の広報誌、ビラ等の印刷及び発送費用は支出不可

（５）交通費 

・電車・バスの公共交通機関における実費弁償 

（スイカ、パスモ等のプリペイドカードの利用） 

・タクシー、ガソリン、駐車場、有料道路の経費 

（６）その他 

[ ]⇒政党の宣伝活動に供する経費は支出不可 

     ＊ポスター、パンフレット等 

◎ 支出基準 

  基礎的経費の考え方を準用 Ｐ１２参照 
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  ④ 要請・陳情活動費 

会派又は交付対象議員が国等に対する要請又は陳情の活動を行うのに要する経費

印刷製本費、旅費等 

  [ ]⇒議員活動の費用弁償との重複は不可

（１）国、県、民間団体・事業者等への要請又は陳情を行う旅費・資料印刷製

本費等 

[注]⇒市民からの市の事務、市政の課題等に関する要請又は陳情など、市民の意思

を把握するのに要する経費は、広報広聴費として支出する。 

（２）旅費（宿泊費、交通費） 

宿泊を伴う場合は、具体的内容（日程、行先、目的、参加者者の構成等）に 

基づき個別に判断する。 

◇宿泊費 

⇒１人当たり１４，３００円を上限とする。（１泊朝食付を基本） 

◇交通費 

・電車・バスの公共交通機関における実費弁償 

   （スイカ、パスモ等のプリペイドカードの利用） 

   ・タクシー、ガソリン、駐車場、有料道路の経費 

  ◎ 支出基準 

    基礎的経費の考え方を準用 Ｐ１２参照

◇議員以外の同行者 

 [○]⇒政務活動の補助者は必要限度において支出可能

 [ ]⇒一般市民の同行者は政務活動費からの支出は不可 

◇補助職員の同行又は出張にかかわる経費

 [○]⇒会派又は議員が雇用する職員に同行又は出張を依頼した場合は、交

通費、宿泊費等の要した経費の支出は可能 

◇政務活動による要請・陳情活動の前後に他の活動の行程が入った場合 

[○]⇒政務活動費による要請・陳情活動の行程と明確に区分けをし、政務

活動費による支出は可能 
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（３）その他 

[ ]⇒政党活動、選挙活動、後援会活動、私人としての活動に係る経費は

支出不可

[ ]⇒観光、レクリエーション等による旅費は支出不可 

 [○]⇒旅費においてキャンセル料が発生した場合には、その理由が公務や

    本人の病気、けが等で、止むを得ず発生した場合に限り、政務活 

    動費を充当することは可能
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  ⑤ 会議費 

会派又は交付対象議員が各種会議を開催し、又は他の団体等が開催する意見交換会

等各種会議に参加するのに要する経費

会場借上料、委託料、食糧費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、旅費、出席負

担金等 

 [ ]⇒挨拶・テープカットだけの会議又は会合等への出席負担金の支出は不  

    可

（１）会議の開催費・参加費 

会議費は、会派又は議員が政務活動に伴う市政に関する政策協議、意見

交換等の各種会議の開催や、国等の公共又は公共的団体、民間団体が開催

する市政に関する政策協議、意見交換等の各種会議に参加するために要す

る経費とする。 

  会派内で行う会議（団会議等）も、政務活動に必要な活動の一環であり、

会議に伴う必要経費も支出可能とする。

[注]⇒各種福祉・文化・スポーツ関係活動に係る地域公共的団体の総会等に出 

   席したときで、その会議又は会合の参加者が市民又は市内事業者であ 

   る場合に、市政について説明し、参加者から意見を聴くことを主とす 

   るものなどの出席負担金、会費は、広報広聴費として支出する。 

[ ]⇒費用弁償が支給される会議又は会合等への支出は不可

[ ]⇒「会議」の性格上から、会派又は議員が主催する会議は、「食事代」

の食糧費の支出は不可 

[○]⇒会派又は議員が主催する会議は、「茶菓代」の食糧費の支出は可能（上

限：５００円／議員１名） 

≪支出可能な会議の例≫ 

【会派又は議員が主催する会議】 

政務活動に伴う政策協議等の各種会議、意見交換会、団会議、会派等

の市政に関する政策等に基づき超党派議員が構成員となる会議 等 

【他の団体等が主催する会議】 

国、県等の公共又は公共的団体、地元経済団体、ＮＰＯ法人等の民間

団体主催の市政に関する政策協議等の会議 等 
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  [ ]⇒会派又は議員が、会議を主催する際の飲酒を伴う会合への支出不可 

[注]⇒会派又は議員が開催する会議において、一般市民が参加する場合、特に

経費の支出には注意が必要

【会議における開催主催の違いによる支出経費例】

      開催

主体 
会派又は議員 他団体 

想定される支出経費 

会場借上料、委託料 

講師謝礼、印刷製本費 

消耗品費、資料購入費 等

旅費 

出席負担金（参加負担金）

資料購入費 等

【会議に参加し、その会議と連続して行われる意見交換会等の会費】 

開催主体 内容 金額（上限） 

会派又は議員 

会派又は議員が開催する政務活動

に係る会議と連続して行われる食

事の伴う意見交換等に要する会費 

・食事代相当分の支出は不可 

・食事代相当分以外の必要経費

は支出可能 

・茶菓代は支出可能 

他 団 体 

他団体が開催する会議に出席し、連

続して行われる食事を伴う意見交

換会等に要する会費 

5,000円/議員 1名（原則） 

※但し、上限は10,000円とす 

 る。 

[ ]⇒居酒屋、スナック等での会議費用への支出不可

（注）◆公職選挙法等の遵守 

  会派又は議員において政務活動費の交付を受けている場合に選挙区とされる範囲

は、会派の所属議員全員の選挙区を指すことから、経費の支出にあたっては、公

職選挙法等の禁止規定に抵触する事がないよう注意が必要

単なる意見交換ではなく、当該会合自体が会議であるか、若しくは当該会

合が会議に付随して行われることが必要 
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（２）交通費等 

・電車・バスの公共交通機関における実費弁償 

（スイカ、パスモ等のプリペイドカードの利用） 

・タクシー、ガソリン、駐車場、有料道路の経費 

◎ 支出基準 

    基礎的経費の考え方を準用 Ｐ１２参照 

（３）旅費（宿泊費、交通費）

宿泊を伴う会議は、具体的内容（日程、行先、目的、参加者の構成等） 

   に基づき個別に判断する 

◇宿泊費 

⇒１人当たり１４，３００円を上限とする。（１泊朝食付を基本）

◇議員以外の出席者 

[○]⇒政務活動の補助者は必要限度において支出可能

[ ]⇒一般市民の出席者は政務活動費としての支出は不可 

（４）その他 

[ ]⇒政党活動、選挙活動、後援会活動、私人としての活動に係る経費は支 

     出不可

[ ]⇒観光、レクリエーション等による旅費は支出不可

[○]⇒旅費においてキャンセル料が発生した場合には、その理由が公務や

   本人の病気、けが等で、止むを得ず発生した場合に限り、政務活動 

   費を充当することは可能    
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  ⑥ 資料費

会派又は交付対象議員がその活動に必要とする資料を購入し、若しくは利用し、

又は作成するのに要する経費

印刷製本費、委託料、図書雑誌購入費、新聞購読料、データベース利用料等 

 ⇒広報・広聴費の判断基準に準じて判断（P１９参照）

  [×]⇒議員という立場を離れた一般社会人として少なくとも1紙は購読 

     していると考え、１紙分は自己負担、２紙目から支出可能 

（１）資料等購入（新聞購読料を除く） 

◇同一書籍等の購入 

[○]⇒原則として１冊。ただし複数部購入の合理的理由がある場合は、必

要性が認められる限度で支出可能

◇保管先 

⇒保管においては、会派及び議員において、それぞれ責任をもって保管 

 する。 

◇図書、DVD、CD 等購入の際の領収書へのタイトル等の記載について 

⇒政務活動費としての支出内容を明確にするため、購入物品の内容の記

載を要する。

（２）資料等作成 

 ◇調査結果資料等の作成にかかわる印刷代 

     0％                         100％ 

資料の 

内容

( 政 務 活 動 )＜全額＞ 

＜按分＞ 

(政務活動) (後援会活動) (政党活動) (その他) 

（３）新聞購読料（種類、部数） 

◇会派控室 

[○]⇒各紙１紙（１部）に限り支出可能

◇議員個人 

・内容により政務活動と関連性を個別に判断。必要に応じ、適切な按分に 

 よって支出 

・調査等の委託は、委託先の選定理由及び委託内容を明確にした上で、契 

約を締結し、成果物は会派または議員において保管
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⑦ 人件費

会派又は交付対象議員がその活動の補助者を雇用するのに要する経費

報酬・日当、交通費、社会保険料等 

[ ]⇒配偶者、扶養関係にある者、同居し生計を一つにする者のいずれかに 

    該当する者の雇用には、支出不可

条例等では、①政務活動費全体に占める人件費の割合や、②雇用形態（ア

ルバイト雇用や常勤的雇用）について規定していない。個々のケースの状況

を鑑み、実態に即し按分により政務活動費を充当しなければならない。なお、

雇用に当たっては、労働基準法等各種法令を遵守しなければならない。 

◎「按分による支出」の考え方 Ｐ７～８を参照 

 ◇保存書類について

収支報告書へ添付 領収書等 

会派または議員個人で

保存 

職員雇用履歴台帳、源泉徴収票、賃金台帳、出金伝票、 

社会保険関係書類 

◇常時雇用の政務活動の補助者への支出について 

[○]⇒各種手当（期末、勤勉、通勤、住居、時間外、扶養などの手当）及び

社会保険料への支出可能 

[ ]⇒支給額が社会通念上相当と認められる額を超える部分の支出不可 

◇会派控室管理業務を行う者への支出について 

[○]⇒会派控室管理業務を行う者（会派控室管理職員）については、政務活

動以外の活動が行われる場所ではないという会派控室の性格を鑑み、

按分を要することなく政務活動の補助者として支出可能 

◇議員との親族関係にある雇用について 

（注）会派及び交付対象議員は、補助職員を雇用した場合は、氏名、住

所、雇用期間等を記載する「職員雇用履歴台帳」（参考第８号様式）

に記載し、会派及び交付対象議員で保存するものとする。
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 ⑧ 事務費

会派又は交付対象議員がその活動に係る事務を処理するのに要する経費 

消耗品費、事務機器・備品等賃借料、事務機器・備品等購入費、電話料、送料等

    政務活動補助者用ＰＣについては、政務活動補助に従事している人 

    件費の按分の限度で支出可能 

（１）備品の管理及び購入限度額 

備 品 の 定 義 購入価格が２万円以上の物品 

管 理 方 法 備品台帳（参考第９号様式）へ登録し、管理 

購 入 限 度 額 
１件２０万円を上限。超えるものについては、リース又はレンタ

ル契約にする。 

（２）備品購入費の計上及び精算について 

備品購入時に、任期満了までに減価償却が可能な金額だけを計上する 

  こととする。 

   ただし、会派控室に設置する備品で、１００％政務活動費を充てて購 

  入するものに限っては、購入時に全額を計上することとし、次の任期に 

  当該備品を使用しない場合、減価償却の考え方により精算を行うことと 

  する。

（３）コピー機、ＦＡＸ機（複合機も含む）等のリース料 

◇会派控室、会派事務所、議員個人事務所 

[○]⇒実績等に応じた適切な按分を行い、その限度で支出可能 

[ ]⇒乗用車のリース代への支出不可 

[ ]⇒自動車車検代、保険料、自動車税、修理代（故障、破損等）への支

出不可

[ ]⇒政務活動に直接必要としない備品等の購入・リース代への支出（絵

画、冷蔵庫等）は不可 

（４）ＰＣ、ＰＣ周辺機器購入（リース）費、ＰＣソフトウェア購入費、修繕 

   費 

◇会派控室 

[○]⇒会派所属議員の人数分の台数及びホストコンピュータの購入（リー

ス）費用については、社会通念上相当の金額の限度で支出可能 
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◇会派事務所、議員個人事務所 

[○]⇒議員各自１台は認め、その他、後援会事務所等を兼ねる場合で、合理

的かつ明確な区分が不能な場合には、実績等に応じた適切な按分に

より、その限度で支出可能 

（５）固定電話、ＦＡＸ代、インターネット通信費、郵送料 

◇会派控室、個人事務所 

[○]⇒合理的かつ明確な区分が不能の場合は、実績等に応じた適切な按分

により支出可能 

（６）携帯電話購入費、使用料 

[ ]⇒購入費は、支出不可

[○]⇒使用料は、按分により支出可能 

（７）その他 

     ◇リース契約解除時にかかる残存リース料 

[ ]⇒使用する議員の任期期間がリース契約期間より短い場合等において、

リース契約解除時における残存リース料への支出は、当該使用議員

等が負担し、政務活動費からの支出不可 

◎「按分による支出」の考え方 Ｐ７～８を参照 
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【事務所形態の違いによる賃借料等の支出基準】 

  ⑨ 事務所費

会派又は交付対象議員がその活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

事務所賃借料、維持管理費等

 （注）維持管理費⇒光熱水費、管理費、火災保険料 

事 務 所 の 形 態 賃借料 

維持管理費 

（光熱水費

等） 

事務費 

（１） 

ビル等の一室などの

不動産を借りて個人

事務所を開設してい

る場合 

○ ○ ○ 

（２） 

自宅敷地内で自宅と

は別に個人事務所を

開設している場合 

× ○ ○ 

（３） 

自宅敷地以外での自

己所有物件に個人事

務所を開設している

場合 

× ○ ○ 

（４） 

自宅（戸建て・マン

ション等）の一部を

個人事務所としてい

る場合 

× × ○ 

（５）

配偶者、扶養関係に

ある者、同居し生計

を一つにする者の所

有物件に個人事務所

を開設している場合

× × ○ 

 (1)事務所（会派事務所、議員個人事務所） 

    ⇒事務所としての形態を備えているものに限る。事務所としての実体

については、使用実績・看板・表札等の外形、常勤事務員の有無、

備品の内容、賃借目的等諸般の事情を総合的に考慮して判断する。 
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◎事務所の賃借料、光熱水費、駐車場その他維持管理費等及び事務費につ

いては、合理的かつ明確な区分ができない限り、按分し支出する必要が

ある。

◎「按分による支出」の考え方 Ｐ７～８を参照 

＜（２）、（３）、（４）、（５）の賃借料について＞ 

[ ]⇒実費弁償の観点や私的資産形成に繋がることへの懸念等を鑑み、政務

活動費としての支出不可 

＜（４）の自宅（戸建て、マンション等）、（５）の維持管理費について＞ 

[ ]⇒自宅維持管理費と明確な区別が困難等との理由から、維持管理費につ

いても、政務活動費としての支出不可 

また、配偶者、扶養関係にある者、同居し生計を一つにする者のい

ずれかに該当する者の所有物件や、自己、配偶者、扶養関係にある

者、同居し生計を一つにする者のいずれかに該当する者が役員等の

地位を占める法人の所有物件を事務所として賃借する場合も、親族

等の雇用の際と同様に、政務活動費としての支出不可 

[ ]⇒ 会派事務所と個人事務所を兼ねることはできない。また、１人会派

の所属議員は会派事務所を設置することはできない。 

 (２)市庁舎内の“会派議員控室” 

[ ]⇒市庁舎内の“会派議員控室”は、その設置の性格を鑑み、会派事務所

の対象外とする。 

 (３)事務所の建築工事費への支出等 

[ ]⇒事務所として使用する不動産の購入、建築工事費への支出不可 

[ ]⇒事務所看板製作経費への支出不可 

（注）会派又は交付対象議員は事務所の設置において、事務所名、所在

地、床面積等を記載する「政務活動事務所台帳」（参考第７号様式）に

記載し、会派及び交付対象議員で保存する。なお、その写しを、設置後

速やかに議長あて提出するものとする。
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１ 交付申請手続き（会派・交付対象議員 ［議長］ 市長） 

 手 続 時       期 会   派    交付対象議員  

政務活動費交付

申請 

○年度当初 

○変更時

振込口座申請 ○年度当初 

○変更時 

○経理責任者の交

付振込口座名申

請 

○議員個人の交付 

 振込口座名申請 

２ 交付決定（市長 ［議長］ 会派・交付対象議員） 

交付決定 ○年度当初 

○変更時点

３ 支出請求（会派・交付対象議員⇔市長） 

(1)政務活動費 

支出請求 

(2)交付

(1)毎月請求 

(2)毎月１０日

４ 政務活動費の活用、整理・調製 

政務活動費の活用 ○随時  （経理責任者)  交付対象議員  

領収書・会計帳

簿の整理・調製 

○四半期ごと 

 に整理・調製

を行う。

４ 政務活動費交付等の事務手続きの流れ

交付決定通知 

  交 付 

○支出伝票 

○領収書等（支払証明書を含む。） 

○会計帳簿 等 

○支出伝票の作成 

○領収書等整理（支出伝票に貼付等） 

○会計帳簿の記帳 等 

会派の代表者（所属議員が１人の

場合も含む。）又は交付対象議員

は、その年度における政務活動費

の交付を受けようとするときは、

議長を経由して市長に申請しなけ

ればならない。 
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５ 収支報告書等の提出（会派・交付対象議員 議長 市長） 

 手     続  時       期  会    派   交付対象議員  

交付年度分の 

収支報告書等の 

提出 

○毎年４月３０

日までに、前

年度の交付に

係る収入及び

支出について

報告 

６ 剰余金の返還（会派・交付対象議員 市長） 

剰余金の返還 ○交付翌年度 

７ 閲覧準備等（議会局） 

交 付 年 度 分 の 

収支報告書等の閲

覧 準 備 等

○交付翌年度 

８ 収支報告書等の閲覧開始（議長） 

収支報告書等の

閲 覧 開 始 

○交付翌年度 

（６月３０日

～）

９ 関係帳簿保管（会派・交付対象議員） 

関係帳簿の保管 ○保存年限 

（収支報告書提

出日の属する年

度の翌年度の４

月１日から起算

して５年間）

○収支報告書の提出 

○支出伝票一覧表（写し）

○支出伝票（写し）      

○領収書等（写し）

○活動記録票（写し） 等  

○個人情報のマスキング 等 

○収支報告書 

○支出伝票一覧表

○支出伝票      等を閲覧に 

○領収書等 供する。 

○活動記録票  

○収支報告書 

○支出伝票、支出伝票一覧表 

○領収書等（貼付した根拠書類も含む。） 

○会計帳簿関係書類 

○事務所台帳 等 

○交付金に満たない支出の場合は、剰

余金として、市長の発行する納付書

により、速やかに行うものとする。 
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毎月の通常事務のフロー（会派及び交付対象議員） 

毎月の１０日（但し休日の場合は前日、一般選挙後の新たな申請による最 

初の交付月については、市長が指定する日） 

資料費、人件費、事務費、事務所費 

※ 会派の意向を受け、議員個人が活動する場合は、書面等により 

委任を受けた活動内容を明確にしておく必要がある。 

①支出伝票の記載、②領収書等の整理・貼付等 

①出納簿（時系列）への記載 

  ②剰余金の発生等に対する経理的事務処理 

調査研究費、研修費、広報・広聴費、要請・陳情活動費、会議費、 

領収書等の整理・貼付等

政 務 活 動

政 務 活 動 費 の 交 付

会計帳簿等の記載・整理等
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政務活動費の交付・剰余金返還手続きなど

１ 交付手続き

会派 

・ 

交付対象

議員 

金融機関 

議長 市長 

議会局審査 

収支報告書（第７号様式、 
第７号様式の２）を議長に 
提出 
（毎年４月３０日まで） 

納付書 

収支報告書等
の写しの提出 

納付書により剰余金納付 

点検・確認作業 

＜点検・確認作業の基本内容＞ 
 議会局は、会派又は交付対象議員から提出
された収支報告書等を閲覧に供するに当た
り、記載・押印漏れ、添付書類の不備、費用
弁償との重複、按分率等の説明漏れ及び合計
額等の確認などの形式的要件の確認を行う。

会派 

・ 

交付対象

議員 

市長 

③市長あて毎月請求 

④政務活動費専用口座振込 毎月１０日 
 （経理責任者、交付対象議員） 

②会派代表者等へ交付
決定（第２号様式、 
 第２号様式の２） 
［議長経由］

２ 収支報告書等の提出と剰余金返還の手続き

①年度当初市長に交付 
申請（第１号様式、 
第１号様式の２）  
［議長経由］ 

①

議長 

 ② 
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【１領収書等の注意点】 

領 収 書      

平成２５年８月１８日

○○○川崎市議会議員団 様

金 ￥１０４，８８０円 

  但し ＪＲ乗車券代３名分 として、

上記の金額正に領収いたしました。

○○旅行社

                      川崎市川崎区○〇1-2-3 

 項 目        主 な 注 意 点 

①日付 ◇届出対象期間（対象年度）で活動記録票等の日付と矛盾がな

いこと。 

◇対象年度中に契約等が履行されたもので、翌年度に請求が延

びたものに関する支出については、収支報告書提出日まで(～

4/30)の領収書等も可能とする。（電話、コピー代等）

②宛名 ◇会派支給⇒原則的に会派名。 

[○]⇒個人特定の必要がある場合は、会派名と議員個人名の併

記も可とする。 

◇交付対象議員支給⇒議員名。

③但し書 ◇支出内容が客観的に見てもわかるように、物の内容、用途、

数量等を明確に記載し、特にカタカナ名等で意味不明なもの

等については注意。

④その他 ◇印紙税法上、貼付を要するものについては収入印紙の貼付と 

消印の押印が必要。（商品販売代金の受取書⇒５万円以上が対

象等） 

◇議長あて提出する際、あるいは閲覧に供し複写をとる場合に

は、当該領収書の写しが必要となるため、領収書を重複して

貼り付けないようにする。 

◇発行者においては、記名・押印があること。

５ 領収書受領等の処理

会派⇒会派名 

交付対象議員⇒議員名 

日付は必ず記入

があること 

但し書きは、内容

がわかるように記

載があること 
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【２ 他の支払確認書類の注意点】 

 項 目        主 な 注 意 点 

振 込 み 金

領 収 書 等 

◇請求書、契約書、通帳等で日付、金額、支出内容、相手先等

が明確に判明するようであれば根拠書類とすることは可能と

する。 

◇クレジットカード等の引き落としで、領収書が発行されない

際は、請求書及び通帳の該当部分の写しを提出する。 

  ※引落しが、支払先と異なる場合は、支払先の確認できる 

   書類の添付が必要。 

◇銀行振込みの支払は、請求書及び振込済通知書等を提出する。 

レシート ◇日付、金額、支出内容、相手先等が明確で、用紙が経年劣化

しないものであれば根拠書類とすることは可能とする。 

［注］⇒感熱紙は経年劣化が顕著なため、会派又は交付対

象議員にて保管する場合においても複写し対応。 

スイカ、パ 

スモ等の使 

用を証する 

書面 

◇交通料金の精算機等による履歴（利用明細）印字の打ち出し

により、合理的かつ明確な料金の説明が可能であれば、当該

履歴書面を添付し、収支報告の際の根拠書類とすることは可

能とする。 

支   払 

証 明 書 

◇バスや電車等の利用の際、止むを得ず領収書等の発行が得ら

れない場合などにおいて、会派代表者及び交付対象議員が作

成する支払証明書（当該交通手段に至った目的、経路等を記

載）をもって充てることができるものとする。 
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【３ 収支報告書の注意点】 

       の       

[ ]⇒「２ 支出合計」の数値で、交付金額を超える事例は不適切。 

第７号様式

年 度  政 務 調 査 費 収 支 報 告 書

年 月 日

（あて先）川崎市議会議長

会派の名称

代表者の氏名 印

川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例第１１条第１項の規定により，次のとおり政務調査

費の収入及び支出について報告します。

１ 収 入

政 務 調 査 費        円（ 年 月分から 年 月分まで）

２ 支 出

項   目   金 額 備 考

研 究 研 修 費

視 察 調 査 費

資 料 費

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費

事 務 費

そ の 他 の 経 費

支 出 合 計 円

３ 剰余金（返還額）           円

（注）支出の備考欄には，主たる支出の内訳を記載してください。

交付金額に対す

る剰余金を記載

第７号様式  ⇒① 会派交付

  〃  の２⇒② 交付対象議員

年 度  政 務 調 査 費 収 支 報 告 書

年 月 日

（あて先） ① 会派の名称

代表者の氏名 印

②交付対象議員氏名 印

川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例第１１条第１項の規定により，次のとおり政務調査

費の収入及び支出について報告します。

１ 収 入

政 務 調 査 費        円（ 年 月分から 年 月分まで）

２ 支 出

項   目   金 額 備 考

研 究 研 修 費

視 察 調 査 費

資 料 費

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費

事 務 費

事 務 所 費

そ の 他 の 経 費

支 出 合 計 円

３ 剰余金（返還額）           円

（注）支出の備考欄には，主たる支出の内訳を記載してください。

交付金額に対す

る剰余金を記載

利子は含めない

第７号様式  ⇒① 会派交付

  〃  の２⇒② 交付対象議員

年 度  政 務 調 査 費 収 支 報 告 書

年 月 日

（あて先） ① 会派の名称

代表者の氏名 印

②交付対象議員氏名 印

川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例第１１条第１項の規定により，次のとおり政務調査

費の収入及び支出について報告します。

１ 収 入

政 務 調 査 費        円（ 年 月分から 年 月分まで）

２ 支 出

項   目   金 額 備 考

研 究 研 修 費

視 察 調 査 費

資 料 費

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費

事 務 費

事 務 所 費

そ の 他 の 経 費

支 出 合 計 円

３ 剰余金（返還額）           円

（注）支出の備考欄には，主たる支出の内訳を記載してください。

利子は含めない

①会派交付用⇒第７号様式

②交付対象議員用⇒第７号様式の２

年 度  政 務 活 動 費 収 支 報 告 書

年 月 日

（宛先） ① 会派の名称

代表者の氏名 印

② 所属会派の名称  

交付対象議員氏名 印

 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第１１条第１項の規定により，次のとおり政務活動

費の収入及び支出について報告します。

１ 収 入

政 務 活 動 費        円（ 年 月分から 年 月分まで）

２ 支 出

項   目   金 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

広報・広聴費

要請・陳情活動費

会 議 費

資 料 費

人 件 費

事 務 費

事 務 所 費

支 出 合 計 円

  ３ 剰余金（返還額）           円

   （注）支出の備考欄には、主たる支出の内訳を記載してください。

利子は含めない
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(1)収支報告書等の整理・保管 

会派の経理責任者及び交付対象議員は、次のとおり収支報告書等を整理・

保管しなければならない。 

（支出の手続及び書類の保存期間） 

第９条 ［抜粋］ 

 ２ 経理責任者及び交付対象議員は、経費を支出したときは、領収書その他 

の支出を確認する書類（以下「支出確認書類」という。）を徴しなければ 

ならない。この場合において、支出確認書類を徴することができないと 

きは、会派にあっては会派の代表者、交付対象議員にあっては当該交付 

対象議員が作成する支払証明書（以下「支払証明書」という。）をもって 

これに代えることができる。 

３ 経理責任者及び交付対象議員は、毎年度、会計帳簿を調製し、前項に規 

定する支出確認書類及び支払証明書を整理した上、これらを収支報告書 

を提出した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年を経過 

する日まで保存しなければならない。  

  （収入及び支出の報告等） 

第１１条［抜粋］ 

会派の代表者及び交付対象議員は、規則で定めるところにより、前年 

度の交付に係る政務活動費の収入及び支出についての報告書（以下「収 

支報告書」という。）を作成し、毎年４月３０日までに議長に提出しなけ 

ればならない。 

参考事例⇒収支報告書の提出期限が２０１３年（平成２５年）４月３０日の場合

              保管期間⇒～２０１９(平成３１)年３月３１日 

       年度⇒ 2013    2014    2015   2016   2017   2018   2019 

                   ①    ②    ③     ④    ⑤ 

         （平成 25.4.30）                               （平成 31.3.31） 

６ 収支報告書等の整理・保管等

条例

規則
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(2)収支報告書とともに議長あて提出する書類及び保管書類 

◇議長あて提出書類(写し)                       

        ＜経費区分ごと＞ 

 ◇会派及び交付対象議員が保管を要する書類 （原本） 

①支出伝票一覧表（参考第３号様式） 

②支出伝票（参考第２号様式） 

③領収書等（参考第２号様式・領収書貼付用紙） 

④政務活動記録票（参考第１号様式） 

⑤支払証明書（参考第４号様式） 

①支出伝票一覧表（参考第３号様式） 

②支出伝票（参考第２号様式） 

③領収書等（参考第２号様式・領収書貼付用紙） 

④政務活動記録票（参考第１号様式） 

⑤支払証明書（参考第４号様式） 

⑥政務活動費出納簿（参考第５号様式） 

⑦政務活動費出納簿集計票（参考第６号様式） 

⑧政務活動事務所台帳（参考第７号様式） 

⑨職員雇用履歴台帳（参考第８号様式） 

⑩備品台帳（参考第９号様式） 

①～⑤

①～⑩
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法人等に関する情報（川崎市情報公開条例第８条第２号）

口座残高、クレジット番号等 

○社印は開示するが、それ以外の法人の印影は開示しない。 

○担当者の氏名及び個人の印影は開示しない。 

○事業を営む個人とは、地方税法第72条の２第７項から第９項まで

に掲げる事業を営む個人のほか、農業などを営む個人をいう。 

個人に関する情報（川崎市情報公開条例第８条第１号）

住所、氏名、生年月日、電話番号、印影、口座番号、口座残高 

     クレジット番号、Ｅメールアドレス等 

○議員の氏名、議員名簿等により開示されている住所等は開示する。 

○公務員等の職・氏名に関する情報は開示する。 

○指定管理業務に従事する指定管理者の役員及び職員は公務員等と

同じ扱いとなる。 

○事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と

して判断する。 

７ 収支報告書に添付の領収書等の不開示情報
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１ 収支報告書とともに議長あて提出（写し）及び保存（原本）を 
要するもの 

（１）政務活動記録票【参考第１号様式】 

支出の透明性を高めるために、研究会、視察調査活動、研修会等の開催

及び参加、広報・広聴活動に係る経費等の支出に際して、支出伝票の記

載だけでは支出内容が明確にならない場合には、「政務活動記録票（参考

第１号様式）」を作成し、支出伝票に添付の上、議長あて提出後、会派又

は交付対象議員が保存します。 

政務活動記録票の作成を要する経費 

調査研究費、研修費、広報・広聴費、要請・陳情活動費、会議費

（２）支出伝票【参考第２号様式】 

すべての支出に対し、領収書等を的確かつ分かりやすく整理し保存する    

   ために、経費の区分、按分率等の記載を必要項目とした「支出伝票（参 

   考第２号様式）」を作成します。なお、支出を証明する書類（領収書、支 

   払証明書、その他支出を証明する書類）を添付し、議長あて提出後、会 

   派又は交付対象議員が保存します。 

（３）支出伝票一覧表【参考第３号様式】 

経費支出に際して作成した支出伝票（領収書添付用紙等を含む）を、経 

費の区分ごとに整理し、経費の区分、支払内容、支出金額等の記載を必 

要項目とした「支出伝票一覧表（参考第３号様式）」を作成し、議長あて 

提出後、会派又は交付対象議員が保存します。 

（４）支払証明書【参考第４号様式】 

   領収書等を徴することができないときは、会派にあっては会派の代表者、 

   交付対象議員にあっては当該交付対象議員が作成する「支払証明書（参 

   考第４号様式）」をもってこれに代えることができ、議長あて提出後、会 

派又は交付対象議員が保存します。 

１ 帳票の参考様式
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２ 会派及び交付対象議員が保存（原本）を要するもの 

（５）政務活動費出納簿【参考第５号様式】 

   月ごとに、収入及び支出の内容・金額、そして残額を「政務活動費出納 

   簿（参考第５号様式）」に時系列に記載・整理し、会派又は議員が保存し 

   ます。 

（６）政務活動費出納簿集計表【参考第６号様式】 

   当該年度における月ごとの収入及び支出の状況を、経費区分ごとに「政 

   務活動費出納簿集計表（参考第６号様式）」に整理・記載し、会派又は交 

   付対象議員が保存します。 

（７）政務活動事務所台帳【参考第７号様式】 

   会派又は交付対象議員は、事務所への政務活動費の支出を行うにあたり、 

   事務所名、所在地、床面積等を記載する「政務活動事務所台帳（参考第 

   ７号様式）」を作成し、写しを議長あてに提出する必要があります。 

   「政務活動事務所台帳」の写し及び「賃貸借契約書」の写しを議長あて 

   に提出することによって、政務活動事務所の設置が完了することとなり 

   ます。（収支報告書提出の際は特に提出の必要性は無し。）原本は、会派 

   又は交付対象議員が保存します。 

   なお、会派支給を選択した会派において、議員個人事務所を政務活動事 

   務所として設置する場合は、会派事務所の支部事務所として位置づける 

   必要があります。 

（８）職員雇用履歴台帳【参考第８号様式】 

   会派又は交付対象議員が、補助職員を雇用した場合は、氏名、住所、雇 

   用期間等を記載する「職員雇用履歴台帳（参考第８号様式）」を作成し、 

   会派又は議員が保存します。 

（９）備品台帳【参考第９号様式】 

   会派又は交付対象議員は、購入価格が１件あたり２万円以上の物品等を 

   備品として位置づけ、品名、取得年月日、取得価格、保管場所等を記載 

   する「備品台帳（参考第９号様式）」を作成し、会派又は交付対象議員が 

   保存及び物品等の管理を行います。



参考第１号様式

   政務活動記録票

                        会派名又は議員名：               

年度 平成  年度

  月  日 平成  年  月  日（ ） ～ 平成  年  月 日（ ）

活 動 の

  目 的

  内 容

結果等

（具体的に）

※調査研究等における参加者、場所、行程等も記載すること。

経 費 支 出

経費の区分 経費の内容、積算の基礎等 金  額

(該当区分に〇) 

調査研究費 

研 修 費 

広報・広聴費 

要請・陳情活動費

会 議 費 

合     計 円

備   考

結果報告等についてスペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。

4 



参考第２号様式                        

支 出 伝 票

※領収書及びその他証拠書類等（政務活動記録票を含む。）を添付し、議長に提出

 してください。

5 

経 理

責任者 代表者

経費の区分

(該当区分に〇)

１ 調査研究費  ２ 研修費  ３ 広報・広聴費

４ 要請・陳情活動費  ５ 会議費  ６ 資 料 費 

７ 人 件 費  ８ 事務費  ９ 事 務 所 費

整 理 番 号

(経費区分ごと)

実施年月日 平成  年  月  日

支出年月日 平成  年  月  日

金   額               円

支 出 先

使 途 内 容

事 業 名

備 考 ※経費の内訳(単価等)・按分率（按分による支出の場合）等を記入

年 度 平成  年度



領収書貼付用紙
（重ならないように貼付してください。）

6 



参考第３号様式

 経費の区分 会派名又は議員名　　　　　　　　　　　　　　　

整理番号 支出年月日 備考

1 円

2 円

3 円

4 円

5 円

6 円

7 円

8 円

9 円

10 円

11 円

12 円

13 円

14 円

15 円

16 円

17 円

18 円

19 円

20 円

円

※毎年度、議長に提出する支出伝票を、経費の区分ごとに支出年月日順にまとめ、表紙として提
出してください。

　　　　　 　支出伝票一覧表 　　　
平成 　　 年度

支出内容

7

支出額

合　　　　　　計



参考第４号様式

支  払  証  明  書 

経費の区分

支払年月日 金   額 支払先（所在、名称等）
領 収 書 を 徴 し

得 な い 理 由 等

合   計 備考

上記のとおり相違ないことを証明します。

          年  月  日

 会派名

                      代表者名           印

                      経理責任者等         印

8 



参考第５号様式

（平成　　年　月分）　

日 付 内　　容 収入額 支出額 残　額 備　考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

月　　計 0 0 0

年度累計 0 0 0

政務活動費出納簿

（単位：円）

9



参考第６号様式

(平成 年度)

経費区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

収入額 0

調査研究費 0

研修費 0

広報・広聴費 0

要請・陳情活動費 0

会議費 0

資料費 0

人件費 0

事務費 0

事務所費 0

支出額合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出額累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

残　　額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

残額累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

政務活動費出納簿集計表

(単位：円)

10
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参考第７号様式

                           平成 年 月 日

政務活動事務所台帳

会派名又は議員名             

経 理

責任者
代表者

事 務 所 名 所 在 地 延べ床面積（㎡）

電話（  ） －

※政務活動事務所を設置する場合は、経理責任者及び代表者の決裁の上、本写

し及び賃貸借契約書の写しを議長に提出してください。



参考第８号様式

職 員 雇 用 履 歴 台 帳

会派名又は議員名                

氏  名 住  所 生 年 月 日 雇 用 期 間

１

電話（ ） －

昭和・平成

年 月 日
平成 年 月 日～平成 年 月 日

２

電話（ ） －

昭和・平成

年 月 日
平成 年 月 日～平成 年 月 日

３

電話（  ） －

昭和・平成

年 月 日
平成 年 月 日～平成 年 月 日

４

電話（  ） －

昭和・平成

年 月 日
平成 年 月 日～平成 年 月 日

５

電話（  ） －

昭和・平成

年 月 日
平成 年 月 日～平成 年 月 日

６

電話（  ） －

昭和・平成

年 月 日
平成 年 月 日～平成 年 月 日

12



参考第９号様式

備　品　台　帳 会派又は議員名

番号 品名 取得年月日 取得価格 取得先 保管場所 廃棄年月日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13



14

１ 地方自治法（第１００条 第１４項・１５項・第１６項） 

第１００条 

1～１３ 省略 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の

調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会

における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。こ

の場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並び

に当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなけ

ればならない。

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるとこ

ろにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出す

るものとする。

16 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保

に努めるものとする。

２ 関係法令
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２  川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例  

制   定  平 成 13年 ３ 月 29日 条 例 第 11号  

最 近 改 正  平 成 26年 12月 18日 条 例 第 60号  

（ 趣 旨 ）

第 １ 条  こ の 条 例 は 、地 方 自 治 法（ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ）第 100条 第 14項 か

ら 第 16項 ま で の 規 定 に 基 づ き 、 川 崎 市 議 会 議 員 の 調 査 研 究 そ の 他 の 活 動

に 資 す る た め 必 要 な 経 費 の 一 部 と し て 、 議 会 に お け る 会 派 及 び 議 員 に 対

し 、 政 務 活 動 費 を 交 付 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 会 派 及 び 議 員 の 責 務 ）

第 ２ 条  会 派 （ 所 属 議 員 が １ 人 で あ る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 議 員

は 、 政 務 活 動 費 の 交 付 が 、 市 政 に 関 す る 会 派 及 び 議 員 の 調 査 研 究 そ の 他

の 活 動 を 充 実 し 、 議 会 の 活 性 化 に 資 す る こ と を 目 的 と し て い る こ と を 認

識 し 、 政 務 活 動 費 を 適 正 に 使 用 し な け れ ば な ら な い 。

（ 交 付 の 対 象 及 び 額 ）

第 ３ 条  政 務 活 動 費 は 、 議 長 に 結 成 の 届 出 が あ っ た 会 派 及 び 当 該 会 派 の 議

員 （ 次 項 の 規 定 に よ り 50, 00 0円 の 額 を 選 択 し た 会 派 に 所 属 す る 議 員 に 限

る 。 以 下 「 交 付 対 象 議 員 」 と い う 。 ） に 対 し て 交 付 す る 。  

２  会 派 に 対 す る 政 務 活 動 費 の 月 額 は 、450 , 0 00円 又 は 50, 00 0円 の う ち か ら

各 会 派 が 選 択 し た 額 に 当 該 会 派 の 所 属 議 員 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  交 付 対 象 議 員 に 対 す る 政 務 活 動 費 の 月 額 は 、 400 , 000円 と す る 。  

４  第 ２ 項 の 規 定 に よ り 会 派 が 選 択 し た 額 は 、 当 該 選 択 し た 額 に 係 る 年

度 交 付 分 に つ い て は 、 変 更 す る こ と が で き な い 。

（ 交 付 の 方 法 ）

第 ４ 条  政 務 活 動 費 は 、 規 則 で 定 め る 政 務 活 動 費 の 交 付 日 （ 以 下 「 交 付

日 」 と い う 。 ） に お け る 会 派 及 び 交 付 対 象 議 員 に 対 し て 交 付 す る も の

と す る 。

２  前 条 第 ２ 項 の 所 属 議 員 数 は 、 交 付 日 に お け る 各 会 派 の 所 属 議 員 数 と す

る 。  

３  各 会 派 の 所 属 議 員 数 の 算 定 に つ い て は 、 同 一 議 員 に つ き 重 複 し て 行

う こ と が で き な い 。

４  交 付 日 に お い て 次 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 が 生 じ た と き は 、 当 該 交 付

日 の 属 す る 月 分 の 政 務 活 動 費 に つ い て は 、 当 該 事 由 が 生 じ な か っ た も の

と み な す 。

(1)  議 員 の 任 期 満 了  

(2)  議 会 の 解 散  

(3)  議 員 の 辞 職 、 失 職 、 死 亡 又 は 除 名  

(4)  議 員 の 所 属 会 派 か ら の 脱 会 又 は 除 名  

(5)  会 派 の 解 散  

(6)  議 員 の 会 派 へ の 加 入  

５  新 た に 会 派 を 結 成 し 、 又 は 新 た に 交 付 対 象 議 員 と な り 、 次 条 第 １ 項 の
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規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 で 、 当 該 申 請 の あ っ た 日 が 、 そ の 日 の 属 す

る 月 の 交 付 日 前 で あ る と き は 当 該 月 分 の 政 務 活 動 費 か ら 、 当 該 交 付 日 以

後 で あ る と き は 当 該 月 の 翌 月 分 の 政 務 活 動 費 か ら 交 付 す る 。  

６  一 般 選 挙 が 行 わ れ た た め 、 新 た に 会 派 を 結 成 し 、 又 は 新 た に 交 付 対 象

議 員 と な り 、 次 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 申 請 の あ っ た 日 の 属 す る 月 分 の 政 務 活 動 費 か ら 交 付

す る 。 た だ し 、 当 該 月 分 と し て 、 既 に 政 務 活 動 費 が 交 付 さ れ て い る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 交 付 の 申 請 及 び 決 定 ）  

第 ５ 条  会 派 の 代 表 者 （ 所 属 議 員 が １ 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 議 員

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 そ の 年 度 に お け る 政 務 活 動

費 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 長 を

経 由 し て 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 の 内

容 を 審 査 し 、 交 付 の 決 定 を し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速

や か に 議 長 を 経 由 し て 、 そ の 旨 を 当 該 会 派 の 代 表 者 又 は 当 該 交 付 対 象 議

員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 ６ 条  会 派 の 代 表 者 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 申 請

し た 事 項 に つ い て 変 更 が あ っ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速

や か に 議 長 を 経 由 し て 、 そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 増 額 の 申 請 及 び 決 定 ）  

第 ７ 条  前 条 の 場 合 に お い て 、 会 派 の 所 属 議 員 の 数 の 増 加 に 伴 い 、 政 務 活

動 費 の 増 額 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 当 該 会 派 の 代 表 者 は 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、議 長 を 経 由 し て 、市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 の 内

容 を 審 査 し 、 交 付 の 決 定 を し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速

や か に 議 長 を 経 由 し て 、 そ の 旨 を 当 該 会 派 の 代 表 者 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 減 額 等 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ４ 条 第 ４ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 若 し く は 第 ５ 号 に 該 当 す る

事 由 が 生 じ た と き 、又 は 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、

当 該 届 出 に 係 る 変 更 が 第 ４ 条 第 ４ 項 第 ３ 号 若 し く は 第 ４ 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は 、 政 務 活 動 費 の 交 付 額 を 減 額 し 、 又 は 交 付 し な い こ と と

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 所 属 議 員 が １ 人 で あ る 会 派 の 当

該 所 属 議 員 が 同 項 第 ３ 号 に 該 当 し た と き は 、 同 項 第 ５ 号 に 該 当 す る も の

と み な す 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 政 務 活 動 費 の 交 付 額 を 減 額 し 、 又 は 交 付 し

な い こ と を 決 定 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 議 長

を 経 由 し て 、 当 該 会 派 の 代 表 者 又 は 当 該 交 付 対 象 議 員 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 条 第 ４ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 又 は 第 ５ 号 に 該 当 す る

場 合 で 、 交 付 し な い こ と と し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 経 理 責 任 者 の 設 置 等 ）  
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第 ９ 条  政 務 活 動 費 の 交 付 を 受 け て い る 会 派 は 、 政 務 活 動 費 に 関 す る 経 理

を 的 確 に 処 理 す る た め 、 所 属 議 員 の 中 か ら 経 理 責 任 者 １ 人 を 置 か な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 所 属 議 員 が １ 人 で あ る 場 合 は 、 当 該 議 員 が そ の 職

務 を 行 う も の と す る 。  

２  交 付 対 象 議 員 は 、 交 付 を 受 け た 政 務 活 動 費 の 経 理 を 的 確 に 処 理 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 政 務 活 動 費 を 充 て る こ と が で き る 経 費 の 範 囲 ）  

第 10条   政 務 活 動 費 は 、会 派 及 び 交 付 対 象 議 員 が 行 う 政 務 活 動（ 調 査 研 究 、

研 修 、広 報 、広 聴（ 市 民 相 談 を 含 む 。）、要 請 、陳 情 、各 種 会 議 の 開 催 、

各 種 会 議 へ の 参 加 等 市 政 の 課 題 及 び 市 民 の 意 思 を 把 握 し 、 そ の 内 容 を 市

政 に 反 映 さ せ る 活 動 そ の 他 の 住 民 の 福 祉 の 増 進 を 図 る た め に 必 要 な 活 動

を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 資 す る た め 必 要 な 経 費 に 対 し て 交 付 す

る 。  

２  政 務 活 動 費 は 、 別 表 に 定 め る 政 務 活 動 に 資 す る た め 必 要 な 経 費 に 充 て

る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 収 入 及 び 支 出 の 報 告 等 ）  

第 11条  会 派 の 代 表 者 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

前 年 度 の 交 付 に 係 る 政 務 活 動 費 の 収 入 及 び 支 出 に つ い て の 報 告 書 （ 以 下

「 収 支 報 告 書 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 毎 年 ４ 月 30日 ま で に 議 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 収 支 報 告 書 を 提 出 す る 場 合 に お い て は 、 支 出 に 係 る

領 収 書 そ の 他 の 支 出 を 証 明 す る 書 類 （ 以 下 「 領 収 書 等 」 と い う 。 ） の 写

し を 添 え て 、 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  議 長 は 、前 ２ 項 の 規 定 に よ る 収 支 報 告 書 及 び 領 収 書 等 の 写 し（ 以 下「 収

支 報 告 書 等 」 と い う 。 ） の 提 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に そ の 写 し を 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 剰 余 金 の 返 還 ）  

第 12条  会 派 の 代 表 者 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 交 付 さ れ た 政 務 活 動 費 に 剰 余

金 が 生 じ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 返 還 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 交 付 の 決 定 の 取 消 し ）  

第 13条  市 長 は 、 会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 に お け る 政 務 活 動 費 の 支 出 が こ の

条 例 及 び こ の 条 例 に 基 づ く 規 則 の 定 め に 違 反 し た も の で あ る と 認 め た と

き は 、 当 該 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、そ の 旨 を 会 派 の 代 表 者 又 は 交 付 対 象 議 員 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 政 務 活 動 費 の 返 還 命 令 ）  

第 14条  市 長 は 前 条 の 規 定 に よ り 、 政 務 活 動 費 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一

部 を 取 り 消 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 会 派 の 代 表 者 又 は

交 付 対 象 議 員 に 期 限 を 定 め て 、 既 に 交 付 し た 政 務 活 動 費 の 全 部 又 は 一 部

を 返 還 す る よ う 命 ず る も の と す る 。  

（ 収 支 報 告 書 等 の 閲 覧 等 ）  

第 15条  議 長 は 、 第 11条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 収 支 報 告 書 等 が 提

出 さ れ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 不 開 示 情 報 （ 川 崎 市 情 報
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公 開 条 例 （ 平 成 13年 川 崎 市 条 例 １ 号 ） 第 ８ 条 に 規 定 す る 不 開 示 情 報 を い

う 。 ） が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 除 き 、 当 該 収 支 報 告 書 等 を 一 般 の 閲 覧 に

供 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 収 支 報 告 書 等 の 写 し の

請 求 が あ っ た と き は 、 そ の 写 し を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 収 支 報 告 書 等 の 閲 覧 に 係 る 手 数 料 は 、 無 料 と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 収 支 報 告 書 等 の 写 し の 交 付 を 行 う 場 合 に お け る 当

該 写 し の 作 成 及 び 送 付 に 要 す る 費 用 は 、 そ の 写 し を 請 求 す る 者 の 負 担 と

す る 。  

４  第 １ 項 の 規 定 に よ り 収 支 報 告 書 等 を 閲 覧 し 、 又 は そ の 写 し の 交 付 を 受

け た 者 は 、 そ れ に よ っ て 得 た 情 報 を 適 正 に 用 い な け れ ば な ら な い 。  

（ 準 用 ）  

第 16条  第 11条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 政 務 活 動 費 の 交 付 を 受 け て い る 会

派 が 解 散 し 、 所 属 議 員 が １ 人 で あ る 会 派 の 当 該 所 属 議 員 が 辞 職 し 、 失 職

し 、 死 亡 し 、 若 し く は 除 名 さ れ 、 議 会 が 解 散 し 、 議 員 の 任 期 が 満 了 し 、

又 は 交 付 対 象 議 員 で な く な っ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 第 11条 第 １ 項 中 「 代 表 者 」 と あ る の は 「 代 表 者 で あ っ た 者 （ 所 属 議

員 が １ 人 で あ る 会 派 の 当 該 所 属 議 員 が 死 亡 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 相

続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 ） 」 と 、 「 交 付 対 象 議 員 」 と あ る の は 「 交 付 対

象 議 員 で あ っ た 者 （ 交 付 対 象 議 員 が 死 亡 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 相 続

人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 ） 」 と 、 「 前 年 度 」 と あ る の は 「 会 派 が 解 散 し 、

所 属 議 員 が １ 人 で あ る 会 派 の 当 該 所 属 議 員 が 辞 職 し 、 失 職 し 、 死 亡 し 、

若 し く は 除 名 さ れ 、 議 会 が 解 散 し 、 議 員 の 任 期 が 満 了 し 、 又 は 交 付 対 象

議 員 で な く な っ た 年 度 」 と 、 「 毎 年 ４ 月 30日 ま で に 」 と あ る の は 「 速 や

か に 」と 、第 12条 、第 13条 及 び 第 14条 の 規 定 中「 代 表 者 」と あ る の は「 代

表 者 で あ っ た 者 （ 所 属 議 員 が １ 人 で あ る 会 派 の 当 該 所 属 議 員 が 死 亡 し た

場 合 に あ っ て は 、 そ の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 ） 」 と 、 「 交 付 対 象 議

員 」 と あ る の は 「 交 付 対 象 議 員 で あ っ た 者 （ 交 付 対 象 議 員 が 死 亡 し た 場

合 に あ っ て は 、 そ の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 ） 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。  

（ 委 任 ）  

第 17条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 実 施 の た め 必 要 な 事 項

は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 14年 ６ 月 ７ 日 条 例 第 21号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 19年 ３ 月 20日 条 例 第 19号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 19年 ５ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 交 付 さ れ る 政 務 調

査 費 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 交 付 さ れ た 政 務 調 査 費 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  
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附  則 （ 平 成 20年 ３ 月 25日 条 例 第 21号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 20年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 交 付 さ れ る 政 務 調

査 費 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 交 付 さ れ た 政 務 調 査 費 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 平 成 20年 ９ 月 19日 条 例 第 35号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 25年 ２ 月 25日 条 例 第 １ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 25年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行

の 日 以 後 に 交 付 さ れ る 政 務 活 動 費 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 交 付 さ れ た

政 務 調 査 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  改 正 前 の 条 例 の 規 定 に よ り 平 成 25年 ３ 月 分 の 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 し

て さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 新 条 例 の 相 当 規 定 に よ り 同 月 分 の 政 務 活

動 費 の 交 付 に 関 し て さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。  

 （ 川 崎 市 議 会 基 本 条 例 の 一 部 改 正 ）  

４  川 崎 市 議 会 基 本 条 例 （ 平 成 21年 川 崎 市 条 例 第 21号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  第 19条 第 １ 項 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。  

附  則 （ 平 成 26年 12月 18日 条 例 第 60号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 （ 第 10条 関 係 ）  

経 費 の 区 分
支 出 で き る 経 費

内 容 種 類

１  調 査 研 究 費 会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が 市 の

事 務 、 地 方 行 財 政 等 に 関 し て 調

査 研 究 を す る の に 要 す る 経 費  

会 場 借 上 料 、委 託 料 、

講 師 謝 礼 、 食 糧 費 、

印 刷 製 本 費 、 消 耗 品

費 、 資 料 購 入 費 、 旅

費 、 バ ス 等 借 上 料 、

出 席 負 担 金 等

２  研 修 費 会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が 研 修

会 を 開 催 し 、 又 は 他 の 団 体 等 が

開 催 す る 研 修 会 に 参 加 す る

の に 要 す る 経 費  

会 場 借 上 料 、委 託 料 、

講 師 謝 礼 、 食 糧 費 、

印 刷 製 本 費 、 消 耗 品

費 、 資 料 購 入 費 、 旅

費 、 出 席 負 担 金 等

３  広 報・広 聴 費  会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が そ の

活 動 若 し く は 市 政 に つ い て 市 民

に 広 報 し 、 又 は 市 民 の 要 望 、 意

見 等 の 聴 取 若 し く は 市 民 相 談 を

行 う の に 要 す る 経 費  

会 場 借 上 料 、 印 刷 製

本 費 、 ホ ー ム ペ ー ジ

等 製 作 費 、 食 糧 費 、

送 料 、 旅 費 等

４ 要 請・陳 情 活

動 費

会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が 国 等

に 対 す る 要 請 又 は 陳 情 の 活 動 を

行 う の に 要 す る 経 費

印 刷 製 本 費 、旅 費 等

５  会 議 費  会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が 各 種

会 議 を 開 催 し 、 又 は 他 の 団 体 等

が 開 催 す る 意 見 交 換 会 等 各 種 会

議 に 参 加 す る の に 要 す る 経 費

会 場 借 上 料 、 委 託

料 、食 糧 費、印 刷 製

本 費 、消 耗品 費 、資

料 購 入 費 、旅 費 、出

席 負 担 金 等  

６  資 料 費   会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が そ の

活 動 に 必 要 と す る 資 料 を 購 入

し 、 若 し く は 利 用 し 、 又 は 作 成

す る の に 要 す る 経 費  

印 刷 製 本 費 、 委 託

料 、 図 書 雑 誌 購 入

費 、新 聞 購読 料 、デ

ー タ ベ ー ス 利 用 料

等  

７  人 件 費  会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が そ の

活 動 の 補 助 者 を 雇 用 す る の に 要

す る 経 費

報 酬・日 当 、交 通 費 、

社 会 保 険 料 等  

８  事 務 費   会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が そ の

活 動 に 係 る 事 務 を 処 理 す る の に

要 す る 経 費  

消 耗 品 費 、 事 務 機

器 ・ 備 品 等 賃 借 料 、

事 務 機 器・備 品 等 購

入 費 、 電 話 料 、 送  

料 等

９  事 務 所 費   会 派 又 は 交 付 対 象 議 員 が そ の

活 動 に 必 要 な 事 務 所 の 設 置 及 び

管 理 に 要 す る 経 費  

事 務 所 賃 借 料 、維 持

管 理 費 等  
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３  川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則  

制   定  平 成 13年 ３ 月 29日 規 則 第 16号  

                最 近 改 正  平 成 26年 12月 18日 規 則 第 85号  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、川 崎 市 議 会 の 政 務 活 動 費 の 交 付 等 に 関 す る 条 例（ 平

成 13年 川 崎 市 条 例 第 11号 。以 下「 条 例 」と い う 。）の 実 施 のた め 必 要 な

事 項 を定 め る も の と す る 。  

 （ 用 語 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 例 に

よ る 。  

 （ 交 付 日 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 交 付 日 は 毎 月 10日 と す る 。 た

だ し 、 そ の 日 が 川 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 川 崎 市 条 例 第 16

号 ）第 １ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 市 の 休 日（以 下「 休 日 」と い う。）に 当 たる

と き は、 休 日 の 前 日 を 交 付 日 と す る 。  

２  条 例 第 ４ 条 第 ６ 項 （ た だ し 書 を 除 く 。 ） の 規 定 に よ り 政 務 活 動 費 を

交 付 する 場 合 に あ っ て は 、前項 の 規 定 に かか わ ら ず 、市 長 が指 定 す る 日

を 交 付日 と す る 。  

 （ 政 務 活 動 費 交 付 申 請 書 及 び 政 務 活 動 費 交 付 決 定 通 知 書 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 政 務 活 動 費 交 付 申 請 書

（ 会 派用 ）（ 第 １ 号 様 式 ）又 は 政 務 活 動 費交 付 申 請 書（ 交 付 対 象 議 員 用 ）

（ 第 １号 様 式 の ２ ） に よ る も の と す る 。  

２  条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 政 務 活 動 費 交 付 決 定 通 知 書

（ 第 ２号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 政 務 活 動 費 交 付 申 請 事 項 変 更 届 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 政 務 活 動 費 交 付 申 請 事 項 変 更

届（ 会 派 用）（ 第 ３ 号 様式 ）又 は政 務 活 動費 交 付 申 請 事 項 変更 届（ 交付

対 象 議員 用 ） （ 第 ３ 号 様 式 の ２ ） に よ る も の と す る 。  

 （ 政 務 活 動 費 増 額 交 付 申 請 書 及 び 政 務 活 動 費 増 額 交 付 決 定 通 知 書 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 政 務 活 動 費 増 額 交 付 申

請 書 （第 ４ 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  
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２  条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 政 務 活 動 費 増 額 交 付 決 定 通

知 書 （第 ５ 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 政 務 活 動 費 減 額 等 決 定 通 知 書 ）  

第 ７ 条  条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 政 務 活 動 費 減 額 等 決 定

通 知 書（ 第 ６ 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 請 求 書 の 提 出 ）  

第 ８ 条  会 派 の 代 表 者 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 毎 月 、 当 該 月 分 の 政 務 活 動

費 に つい て 、川 崎 市 金 銭 会 計 規 則（ 昭 和 39年 川 崎 市 規 則 第 31号 。以 下「 金

銭 会 計 規 則 」と い う 。）第 82条 の 規 定 に よ り 請 求 書 を 提 出 し な け れ ば な

ら な い。  

 （ 支 出 の 手 続 及 び 書 類 の 保 存 期 間 ）  

第 ９ 条  条 例 第 10条 に 規 定 す る 経 費 の 支 出 は 、 会 派 に あ っ て は 会 派 の 代

表 者 の決 定 を 経 て 経 理 責 任 者 が 処 理 し 、交 付 対 象 議 員 に あ って は 当 該交

付 対 象議 員 が 処 理 す る も の と す る 。  

２  経 理 責 任 者 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 経 費 を 支 出 し た と き は 、 領 収 書 そ

の 他 の支 出 を 確 認 す る 書 類（ 以 下「 支 出 確 認 書 類 」と い う 。）を徴 し な

け れ ばな ら な い 。こ の 場合 に お い て 、支 出 確 認書 類 を 徴 す るこ と が で き

な い とき は 、会 派 に あ って は 会 派 の 代 表 者 、交付 対 象 議 員 にあ っ て は 当

該 交 付対 象 議 員 が 作 成 す る 支 払 証 明 書 （ 以 下 「 支 払 証 明 書 」 と い う 。 ）

を も って こ れ に 代 え る こ と が で き る 。  

３  経 理 責 任 者 及 び 交 付 対 象 議 員 は 、 毎 年 度 、 会 計 帳 簿 を 調 製 し 、 前 項

に 規 定す る 支 出 確 認 書 類 及 び 支 払 証 明 書 を 整 理 し た 上 、これ ら を 収 支報

告 書 を 提 出 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 起 算 し て ５ 年

を 経 過す る 日 ま で 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 政 務 活 動 費 収 支 報 告 書 ）  

第 10条  条 例 第 11条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 収 支 報 告 書 の 提 出 は 、 政 務 活 動

費 収 支報 告 書（会 派 用 ）（ 第 ７ 号様 式）又 は 政 務 活動 費 収 支報 告 書（交

付 対 象議 員 用 ） （ 第 ７ 号 様 式 の ２ ） に よ る も の と す る 。  

 （ 剰 余 金 の 返 還 ）  

第 11条  条 例 第 12条 の 規 定 に よ る 剰 余 金 の 返 還 は 、 市 長 の 発 行 す る 納 付

書 に より 、 速 や か に 行 う も の と す る 。  

 （ 交 付 の 決 定 の 取 消 通 知 ）  

第 12条  条 例 第 13条 の 規 定 に よ り 政 務 活 動 費 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一
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部 を 取り 消 し た と き は 、取 消 し の 内 容 及 び理 由 を 記 載 し た 書面 に よ り通

知 す るも の と す る 。  

 （ 返 還 命 令 ）  

第 13条  条 例 第 14条 の 規 定 に よ る 返 還 命 令 は 、 返 還 の 期 限 そ の 他 必 要 な

事 項 を記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

２  条 例 第 14条 の 規 定 に よ る 政 務 活 動 費 の 返 還 は 、 金 銭 会 計 規 則 第 52条

又 は 第 60条 の 規 定 に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 収 支 報 告 書 等 の 閲 覧 等 ）  

第 14条  条 例 第 15条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 収 支 報 告 書 等 の 閲 覧 は 、 政 務 活

動 費 の交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ６ 月 30日 か ら 、議 会 局 に

お い て 休 日 を 除 く 日 の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で 行 う も の と す る 。 

２  前 項 の 収 支 報 告 書 等 を 閲 覧 す る 者 は 、 当 該 収 支 報 告 書 等 を 汚 損 し 、

又 は 破損 す る こ と が な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

３  条 例 第 15条 第 ３ 項 に 規 定 す る 収 支 報 告 書 等 の 写 し の 作 成 及 び 送 付 に

要 す る費 用 は 、 前 納 と す る 。  

 （ 準 用 ）  

第 15条  第 ９ 条 第 ３ 項 及 び 第 10条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 政 務 活 動 費 の

交 付 を受 け て い る 会 派 が 解 散 し 、所 属 議 員が １ 人 で あ る 会 派の 当 該 所属

議 員 が辞 職 し 、失 職 し 、死亡 し 、若 し く は 除 名 さ れ 、議 会 が解 散 し 、議

員 の 任期 が 満 了 し 、又 は 交 付 対 象 議 員 で なく な っ た 場 合 に つい て 準 用す

る 。こ の場 合 に お い て 、第９ 条 第 ３ 項 中「 経 理 責 任 者 」と あ る の は「 経

理 責 任者 で あ っ た 者（ 所 属 議 員 が １ 人 で ある 会 派 の 当 該 所 属議 員 が 死亡

し た 場合 に あ っ て は 、そ の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 ）」と、「 交 付 対

象 議 員」と あ るの は「 交 付 対 象 議 員 で あ っ た 者（ 交付 対 象 議員 が 死 亡 し

た 場 合に あ っ て は 、そ の 相 続 人 その 他 の 一般 承 継 人）」と 読 み 替 え るも

の と する 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 19年 ３ 月 30日 規 則 第 60号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 19年 ５ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 20年 ３ 月 25日 規 則 第 12号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 20年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 21年 ３ 月 31日 規 則 第 16号 ）  
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 こ の 規 則 は 、 平 成 21年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 25年 ２ 月 25日 規 則 第 11号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 25年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則 （ 平 成 26年 12月 18日 規 則 第 85号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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第１号様式 

政 務 活 動 費 交 付 申 請 書（会派用） 

                                                        年    月    日 

    （宛先）川崎市長 

                                      会派の名称
                                      代表者の氏名                  印 

    政務活動費の交付を受けたいので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関す 
  る条例第５条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

  １  所属議員数                        人 
  ２  申 請 月額                        円 
  ３  申 請 期間              年    月から        年    月まで（    月分） 
  ４  申 請 年額                        円 

会 派 の 名 称

結 成 年 月 日                             年        月        日 

代 表 者 の 氏 名

経理責任者の氏名

所属議員の氏名

備     考 
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 第１号様式の２ 

政務活動費交付申請書（交付対象議員用） 

                                                         年    月    日 

    （宛先）川崎市長 

                                  所属会派の名称 
                                  交付対象議員氏名                印 

    政務活動費の交付を受けたいので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関す 
  る条例第５条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

  １  申 請 月額                       円 

  ２  申 請 期間             年    月から       年    月まで（     月分） 

３ 申請 年額 円
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 第２号様式 

政務活動費交付決定通知書 

                                               川崎市指令    第    号 

                                                                   様 

            年    月    日付けで申請のあった政務活動費については、次の 

  とおり交付することに決定したので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関 

  する条例第５条第２項の規定により通知します。 

            年    月    日 

                                        川崎市長                   印 

  １  所属議員数                      人 

  ２  交付月額                        円 

  ３  交付期間          年    月から          年    月まで（    月分） 

  ４  交付年額                        円 
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 第３号様式 

政務活動費交付申請事項変更届 （会派用） 

                                                        年    月    日 

    （宛先）川崎市長

                                      会派の名称
                                      代表者の氏名                  印 

    川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第６条の規定により、次のと 
  おり届け出ます。 

会派の名称変更 

      年  月  日 変更 

変更前 

変更後 

代 表 者 の 変 更 

      年  月  日 変更 

変更前             

変更後 

経理責任者の変更 

      年  月  日 変更 

変更前 

変更後 

所属議員数の変更

      年  月  日 変更 

変更前 人

変更後                                       人 

所属議員の氏名 

備    考 
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第３号様式の２ 

政務活動費交付申請事項変更届（交付対象議員用） 

                                                          年    月    日 

     （宛先）川崎市長

                                   所属会派の名称 
                                   交付対象議員氏名                   印 

     川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第６条の規定により、次のと 
   おり届け出ます。 

 所 属 会 派 の 変 更 

       年  月  日 変更 

変更前 

変更後 

交付対象議員氏名の変更

        年  月  日 変更 

変更前             

変更後 

備     考 
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 第４号様式 

                 政務活動費増額交付申請書 

                                                        年    月    日 

    （宛先）川崎市長

                                      会派の名称 
                                      代表者の氏名                  印 

    所属議員数が増加したので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例 

  第７条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

  １  増加後の所属議員数                        人 

  ２  増加後の申請月額                         円 

  ３  増加後の申請期間

                            年    月から        年    月まで（  月分） 

  ４  増加後の申請年額                   円 

                            年    月分から        年    月分まで（  月分） 

備      考 
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 第５号様式  

政務活動費増額交付決定通知書

                                                 川崎市指令    第    号 

                                                                     様 

            年    月    日付けで申請のあった政務活動費の増額について、次 

  のとおり決定したので、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第７条 

  第２項の規定により通知します。 

            年    月    日 

                                          川崎市長                   印 

  １  増加後の所属議員数                        人 

２  増額後の交付月額                          円 

  ３  増額後の月額の交付期間 

                        年    月から        年    月まで（    月分） 

  ４  増額後の交付年額                          円 

                        年    月分から        年    月分まで（    月分） 

備      考 
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 第６号様式 

政務活動費減額等決定通知書

                                                 川崎市指令    第    号 

                                                                     様 

    政務活動費の減額等について、次のとおり決定したので、川崎市議会の政務 

  活動費の交付等に関する条例第８条第２項の規定により通知します。 

            年    月    日 

                                          川崎市長                  印 

  □  減額の決定 

    １  変更後の所属議員数                      人 

    ２  変更後の交付月額                        円 

  ３  変更後の交付期間 
                        年    月から        年    月まで（    月分） 

    ４  変更後の交付年額                        円 
                        年    月分から        年    月分まで（    月分） 

  □  交付しないことの決定 

    １  既交付期間 
                        年    月から            年    月まで（    月分） 

    ２  既交付済額                              円 

    ３  交付しないこととする月分 
                        年    月分から 

    ４  交付しないこととする理由 

備      考 
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第７号様式 

年 度  政 務 活 動 費 収 支 報 告 書 （ 会 派 用 ）

年    月    日 

（宛先）川崎市議会議長

                                                          会派の名称 

                                                          代表者の氏名                  印 

     川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第１１条第１項の規定により、次のとおり政務活動 

   費の収入及び支出について報告します。 

   １ 収    入 

       政 務 活 動 費             円（      年    月分から      年    月分まで） 

   ２ 支    出

項          目 金        額 備            考 

調 査 研 究 費
円

研 修 費 
円

広 報 ・ 広 聴 費 
円

要請・陳情活動費 
円

会 議 費 
円

資 料 費 
円

人 件 費 
円

事 務 費 
円

事 務 所 費 
円

支 出 合 計 
円

３ 剰余金（返還額）              円                                 

   （注）支出の備考欄には、主たる支出の内訳を記載してください。
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第７号様式の２ 

     年度 政務活動費収支報告書（交付対象議員用）

年    月    日 

（宛先）川崎市議会議長

所属会派の名称 

交付対象議員氏名                   印 

     川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第１１条第１項の規定により、次のとおり政務活動 

   費の収入及び支出について報告します。 

   １ 収    入 

       政 務 活 動 費             円（      年    月分から      年    月分まで） 

２ 支    出

項          目 金        額 備            考 

調 査 研 究 費
円

研 修 費 
円

広 報 ・ 広 聴 費 
円

要請・陳情活動費 
円

会 議 費 
円

資 料 費 
円

人 件 費 
円

事 務 費 
円

事 務 所 費 
円

支 出 合 計 
円

３ 剰余金（返還額）              円                                 

   （注）支出の備考欄には、主たる支出の内訳を記載してください。


